
 

 

議  案  第  ８２  号  

 

 

新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

 

新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２８年１２月６日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市観光交流施設設置及び管理条例（平成２７年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表の１  温浴施設使用料金表の表中  

「  

大人  
４，０００円  
（６５歳以上の者又は障害者  ３，０００円）  

」を  

「  

大人  ４，０００円（６５歳以上の者又は障害者 ３，０００円） 

小人  ２，４００円（障害者 １，６００円） 

幼児  
 

１，６００円（障害者 １，２００円） 

」に、  

「              「  

個人１回使用（１回

につき５０分以内）  
 

個人１回使用  



 

 

」を             」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現に交付されている改正前の別表の１ 温浴施設使用料金表の規

定による岩盤浴の個人１回使用の使用券及び個人使用回数券は、改正後の別表の１ 温

浴施設使用料金表の岩盤浴の区分の規定による個人１回使用の使用券及び個人使用回

数券とみなす。  

 

提案理由  

新居浜市観光交流施設の使用料について、新たな区分の追加等を行うことにより、使

用者の利便性及びサービスの向上を図るため、本案を提出する。  




